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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 

本日付で半期報告書を提出致しましたので、平成27年２月９日に届出済みの有価証券届出書（以下

「原届出書」といいます。）の関係情報を更新等するため、提出するものです。

 

Ⅱ【訂正の内容】

 

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、原届出書の更新後の内容を

記載する場合は＜更新後＞とし、原届出書に追加される内容を記載する場合は＜追加＞とします。

 

 
第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（２）【ファンドの沿革】

＜更新後＞
平成27年２月25日 設定日、信託契約締結、運用開始

 

（３）【ファンドの仕組み】

③委託会社の概況

＜更新後＞

・資本金

2,000百万円（平成27年９月末現在）

（略）

・大株主の状況（平成27年９月末現在）

（略）
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３【投資リスク】

＜更新後＞
（３）代表的な資産クラスとの騰落率の比較等
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】

＜更新後＞
（略）

※上記は平成27年９月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
（略）
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５【運用状況】

＜更新後＞

（１）【投資状況】
   平成27年9月30日現在
   （単位：円）

 資産の種類 国／地域名 時価合計 投資比率(％)

親投資信託受益証券 日本 99,175,826 99.99

 
コール・ローン、その他資産

（負債控除後）
― 8,305 0.01

 純資産総額  99,184,131 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄

      平成27年9月30日現在

国／
地域

    上段：帳簿価額 利率（％） 投資
銘　柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率

    単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％)

日本
新興国株式インデックスマ
ザーファンド

親投資信託
受益証券 ― 54,304,236

2.3293
1.8263

126,490,857
99,175,826

―
― 99.99

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

 

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
 平成27年9月30日現在

種類／業種別 投資比率(％)

親投資信託受益証券 99.99

合　計 99.99

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

 

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

 

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

平成27年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
  （単位：円）

 純資産総額
基準価額

(１万口当たりの純資産価額)

平成27年 2月末日 1,013,513  10,135 

3月末日 998,031  9,980 

4月末日 41,350,437  10,786 

5月末日 109,724,537  10,725 

6月末日 100,051,682  10,134 

7月末日 107,050,062  9,595 

8月末日 104,210,242  8,575 

9月末日 99,184,131  8,083 

 

②【分配の推移】
該当事項はありません。
 

③【収益率の推移】
 収益率（％）

平成27年2月25日（設定日）から
平成27年9月末日までの期間

△19.17

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末
の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を
乗じて得た数をいう。ただし、平成27年2月25日から平成27年9月末日までの期間については平成
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27年9月末日の基準価額から当初元本（１万口当たり１万円）を控除した額を当初元本（１万口
当たり１万円）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

 

（４）【設定及び解約の実績】
 設定口数 解約口数 発行済口数

平成27年2月25日（設定日）から
平成27年9月30日までの期間

151,226,754 28,516,311 122,710,443

 

＜参考＞

「新興国株式インデックスマザーファンド」

（１）投資状況
   平成27年9月30日現在
   （単位：円）

 資産の種類 国／地域名 時価合計 投資比率(％)

株式 香港 7,372,713,994 22.30

 韓国 4,820,516,511 14.58

 台湾 3,915,842,515 11.84

 インド 2,772,292,990 8.39

 南アフリカ 2,311,252,038 6.99

 ブラジル 1,850,346,626 5.60

 アメリカ 1,481,432,911 4.48

 メキシコ 1,448,146,567 4.38

 マレーシア 970,417,818 2.94

 タイ 713,880,354 2.16

 インドネシア 671,028,632 2.03

 ポーランド 495,126,032 1.50

 フィリピン 465,722,009 1.41

 トルコ 437,427,789 1.32

 チリ 398,831,330 1.21

 カタール 356,954,146 1.08

 アラブ首長国連邦 217,814,487 0.66

 コロンビア 167,912,057 0.51

 ハンガリー 80,336,615 0.24

 ギリシャ 77,324,852 0.23

 チェコ 65,173,656 0.20

投資証券 南アフリカ 117,135,861 0.35

 メキシコ 47,491,486 0.14

 トルコ 14,333,760 0.04

 
コール・ローン、その他資産

（負債控除後）
― 1,792,782,468 5.42

 純資産総額  33,062,237,504 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

その他の資産の投資状況
 平成27年9月30日現在
 （単位：円）

資産の種類 時価合計 投資比率(％)

株価指数先物取引　（買建） 2,075,351,185 6.28

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄

      平成27年9月30日現在

国／
地域

    上段：帳簿価額 利率（％） 投資
銘　柄 種類 業種 株式数 下段：評 価 額 償還期限 比率

    単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％)

韓国
SAMSUNG ELECTRONICS CO
LTD 株式

テクノロジー・ハード
ウェアおよび機器 8,877

133,552.43
111,867.20

1,185,545,270
993,045,134

―
― 3.00

台湾
TAIWAN SEMICONDUCTOR
MANUFAC 株式

半導体・
半導体製造装置 1,969,000

534.67
459.74

1,052,832,843
905,228,060

―
― 2.74

香港 TENCENT HOLDINGS LTD 株式
ソフトウェア・

サービス 415,400
2,442.43
1,970.60

1,014,631,674
818,588,901

―
― 2.48

香港 CHINA MOBILE LTD 株式 電気通信サービス 495,000
1,658.99
1,424.93

821,235,746
705,342,330

―
― 2.13

香港
CHINA CONSTRUCTION
BANK-H 株式 銀行 6,779,550

113.93
78.94

773,050,081
535,231,913

―
― 1.62

南アフ
リカ NASPERS LTD-N SHS 株式 メディア 32,090

15,445.60
14,448.00

495,651,347
463,636,320

―
― 1.40

香港
IND & COMM BK OF
CHINA-H 株式 銀行 5,946,350

100.62
68.11

599,031,457
405,017,791

―
― 1.23

香港 BANK OF CHINA LTD-H 株式 銀行 6,398,000
79.87
51.08

511,373,986
326,835,432

―
― 0.99

台湾
HON HAI PRECISION
INDUSTRY 株式

テクノロジー・ハード
ウェアおよび機器 1,052,157

321.89
305.16

338,703,482
321,082,543

―
― 0.97

インド INFOSYS LTD 株式
ソフトウェア・

サービス 144,320
1,832.17
2,052.98

264,420,424
296,286,867

―
― 0.90

インド
HOUSING DEVELOPMENT
FINANCE 株式 銀行 120,500

2,252.83
2,226.74

271,467,864
268,322,652

―
― 0.81

メキシ
コ

AMERICA MOVIL SAB DE
C-SER L 株式 電気通信サービス 2,596,000

110.82
99.12

287,742,857
257,323,308

―
― 0.78

香港
PING AN INSURANCE
GROUP CO-H 株式 保険 421,000

854.49
589.01

359,745,553
247,974,894

―
― 0.75

香港
CHINA LIFE INSURANCE
CO-H 株式 保険 600,000

582.51
410.99

349,529,444
246,596,400

―
― 0.75

アメリ
カ GAZPROM PAO -SPON ADR 株式 エネルギー 462,500

712.56
482.23

329,976,176
223,035,630

―
― 0.67

ブラジ
ル AMBEV SA 株式

食品・飲料・
タバコ 371,500

584.39
571.70

217,183,510
212,386,847

―
― 0.64

韓国 HYUNDAI MOTOR CO 株式
自動車・
自動車部品 12,700

16,886.41
16,297.20

214,457,732
206,974,440

―
― 0.63

南アフ
リカ MTN GROUP LTD 株式 電気通信サービス 134,000

1,978.25
1,517.29

265,097,069
203,317,932

―
― 0.61

ブラジ
ル

ITAU UNIBANCO HOLDING
S-PREF 株式 銀行 240,852

1,013.76
765.41

244,212,575
184,352,359

―
― 0.56

インド
TATA CONSULTANCY SVCS
LTD 株式

ソフトウェア・
サービス 37,900

4,674.58
4,736.49

177,167,585
179,513,255

―
― 0.54

香港 CNOOC LTD 株式 エネルギー 1,438,000
196.44
115.17

282,554,157
165,616,185

―
― 0.50

アメリ
カ LUKOIL PJSC-SPON ADR 株式 エネルギー 39,550

6,213.92
4,132.62

245,768,674
163,445,200

―
― 0.49

韓国 SK HYNIX INC 株式
半導体・

半導体製造装置 46,960
4,604.86
3,455.61

216,247,048
162,275,445

―
― 0.49

インド
RELIANCE INDUSTRIES
LTD 株式 エネルギー 102,700

1,646.65
1,538.57

169,111,278
158,011,395

―
― 0.48

メキシ
コ

FOMENTO ECONOMICO
MEXICA-UBD 株式

食品・飲料・
タバコ 148,300

1,027.96
1,056.44

152,449,899
156,670,422

―
― 0.47

韓国
SAMSUNG ELECTRONICS-
PREF 株式

テクノロジー・ハード
ウェアおよび機器 1,634

101,754.88
89,232.20

166,267,600
145,805,414

―
― 0.44

香港
CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H 株式 エネルギー 2,054,000

108.66
69.35

223,522,796
142,445,721

―
― 0.43

南アフ
リカ SASOL LTD 株式 エネルギー 43,600

3,912.82
3,248.90

170,602,727
141,652,388

―
― 0.43

韓国
SHINHAN FINANCIAL
GROUP LTD 株式 銀行 34,400

4,408.79
4,069.27

151,663,339
139,982,888

―
― 0.42

香港 PETROCHINA CO LTD-H 株式 エネルギー 1,699,000
145.66
80.34

247,572,187
136,499,698

―
― 0.41

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
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ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
  平成27年9月30日現在

種類／業種別 投資比率(％)

株式 エネルギー 7.03

 素材 6.24

 資本財 5.13

 商業・専門サービス 0.21

 運輸 1.74

 自動車・自動車部品 3.12

 耐久消費財・アパレル 1.57

 消費者サービス 0.60

 メディア 2.12

 小売 1.35

 食品・生活必需品小売り 1.99

 食品・飲料・タバコ 4.73

 家庭用品・パーソナル用品 1.53

 ヘルスケア機器・サービス 0.76

 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.06

 銀行 16.95

 各種金融 3.08

 保険 4.18

 不動産 2.23

 ソフトウェア・サービス 5.43

 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.16

 電気通信サービス 7.02

 公益事業 3.17

 半導体・半導体製造装置 4.62

 　　小計 94.04

投資証券 ― 0.54

合　計  94.58

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

 

②投資不動産物件
該当事項はありません。

 

③その他投資資産の主要なもの
       平成27年9月30日現在

資産の種類 取引所名 建別 数量 通貨 簿価 評価額 評価額(円)
投資比率

(％)

株価指数先物取引         

 
MINI MS

（2015年12月限）

ニューヨーク証

券取引所
買建 451

アメリカ

ドル
17,950,384.50 17,300,360.00 2,075,351,185 6.28

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
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［参考情報］
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第３【ファンドの経理状況】

＜更新後＞

【中間財務諸表】

 

１　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第３８条の３および第５７条の２の規定により、

「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しており

ます。

　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドの第 1 期計算期間は、約款第３９条により、平成27年2月25日から平成28年2月5日

までとしております。ただし、第 1 期中間計算期間は、平成27年2月25日から平成27年8月24

日までとしております。

３　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（平成

27年2月25日から平成27年8月24日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人によ

り中間監査を受けております。
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新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）

（１）【中間貸借対照表】

  

第 1 期中間計算期間末

［ 平成27年8月24日現在 ］

金　額（円）

資産の部   

流動資産   

コール・ローン  205,725

親投資信託受益証券  100,969,856

未収入金  21,366

流動資産合計  101,196,947

資産合計  101,196,947

負債の部   

流動負債   

未払受託者報酬  14,870

未払委託者報酬  189,588

その他未払費用  1,101

流動負債合計  205,559

負債合計  205,559

純資産の部   

元本等   

元本 ※1 118,720,948

剰余金   

中間剰余金又は中間欠損金（△） ※2 △17,729,560

元本等合計  100,991,388

純資産合計  100,991,388

負債純資産合計  101,196,947

 

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

  

第 1 期中間計算期間

自 平成27年 2月25日

至 平成27年 8月24日

金　額（円）

営業収益   

受取利息  21

有価証券売買等損益  △24,147,238

営業収益合計  △24,147,217

営業費用   

受託者報酬  14,870

委託者報酬  189,588

その他費用  22,701

営業費用合計  227,159

営業利益  △24,374,376

経常利益  △24,374,376

中間純利益  △24,374,376

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額  △718,669

期首剰余金又は期首欠損金（△）  ―

剰余金増加額又は欠損金減少額  7,487,524

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額  7,487,524

剰余金減少額又は欠損金増加額  1,561,377

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額  1,561,377

分配金  ―

中間剰余金又は中間欠損金（△）  △17,729,560
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（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ

たっては、基準価額で評価しております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

 
 

第 1 期中間計算期間末

［ 平成27年8月24日現在 ］

   
※１期首元本額 1,000,000円

 期中追加設定元本額 139,965,741円

 期中一部解約元本額

 

22,244,793円

※２元本の欠損

純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。

 

17,729,560円

 

３ 受益権の総数

 

118,720,948口

４ １口当たり純資産額 0.8507円

 （１万口当たり純資産額） （8,507円）
   
 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 
区　分

第 1 期中間計算期間末

［ 平成27年8月24日現在 ］

１ 中間貸借対照表計上額、時価及びそ

の差額

時価で計上しているためその差額はありません。

２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しておりま

す。

  デリバティブ取引は、該当事項はありません。

  上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似

していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

３ 金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用

しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

（有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

 

＜参考＞

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。

中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

 

    次へ
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「新興国株式インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

 

（１）貸借対照表

  
［ 平成27年8月24日現在 ］

金　額（円）

資産の部   

流動資産   

預金  1,225,001,905

コール・ローン  159,436,383

株式  32,153,330,549

投資証券  180,939,197

未収入金  603,853

未収配当金  88,748,152

未収利息  256

差入委託証拠金  298,151,178

流動資産合計  34,106,211,473

資産合計  34,106,211,473

負債の部   

流動負債   

派生商品評価勘定  202,609,720

未払金  2,844,580

未払解約金  9,704,619

流動負債合計  215,158,919

負債合計  215,158,919

純資産の部   

元本等   

元本 ※1 17,646,195,860

剰余金   

剰余金又は欠損金（△）  16,244,856,694

元本等合計  33,891,052,554

純資産合計  33,891,052,554

負債純資産合計  34,106,211,473

（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。

 

（２）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

品取引所等における終値で評価しております。

  投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金

融商品取引所等における終値で評価しております。

２ デリバティブ等の評価

基準及び評価方法

先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

  為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており

ます。

３ その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項

外貨建資産等の会計処理

「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。
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（貸借対照表に関する注記）

  ［ 平成27年8月24日現在 ］

   
※１期首 平成27年2月25日

 期首元本額 15,671,938,175円

 期首からの追加設定元本額 3,325,892,471円

 期首からの一部解約元本額

 

1,351,634,786円

 元本の内訳＊  

 ＦＰバランスファンド（安定型） 7,150,090円

 ＦＰバランスファンド（安定成長型） 34,130,470円

 ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 11,869,068,092円

 ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 885,022,808円

 ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 74,478,142円

 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 100,021,003円

 コアバランス 102,873円

 三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 2,925,508,246円

 新興国株式インデックスオープン 197,851,560円

 ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 275,768,640円

 新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 52,572,038円

 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投

資家限定）

24,206,165円

 ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限

定）

1,152,411,741円

 アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限

定）

6,065,961円

 アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限

定）

41,838,031円

 　　　　　　（合　計）

 

17,646,195,860円

２ 受益権の総数

 

17,646,195,860口

３ １口当たり純資産額 1.9206円

 （１万口当たり純資産額） （19,206円）
   
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 区　分 ［ 平成27年8月24日現在 ］

１ 貸借対照表計上額、時価及びその差

額

時価で計上しているためその差額はありません。

２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しておりま

す。

  デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。

  上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似

していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

３ 金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明

当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており

ます。

 

（有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

  ［ 平成27年8月24日現在 ］

区　分 種　類 契 約 額 等（円） 時　価 評 価 損 益

   うち1年超 （円） （円）

市場取引 株価指数先物取引     

 　買建 1,755,349,073 ― 1,553,554,353 △201,794,720

 　合　　計 1,755,349,073 ― 1,553,554,353 △201,794,720

 

（注）時価の算定方法

１　先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が

発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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通貨関連

  ［ 平成27年8月24日現在 ］

区　分 種　類 契 約 額 等（円） 時　価 評 価 損 益

   うち1年超 （円） （円）

市場取引以外の取引 為替予約取引     

 　買建     

 　　アメリカドル 24,697,400 ― 24,342,000 △355,400

 　　香港ドル 31,859,600 ― 31,400,000 △459,600

 　合　　計 56,557,000 ― 55,742,000 △815,000

 

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為

替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も

近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先

物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
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【ファンドの現況】

＜更新後＞
【純資産額計算書】

平成27年9月30日現在

（単位：円）

Ⅰ 資 産 総 額 99,246,591  

Ⅱ 負 債 総 額 62,460  

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 99,184,131  

Ⅳ 発 行 済 口 数 122,710,443 口

Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
0.8083

（ １万口当たり 8,083
 

）

 

＜参考＞

「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成27年9月30日現在

（単位：円）

Ⅰ 資 産 総 額 33,156,937,017  

Ⅱ 負 債 総 額 94,699,513  

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 33,062,237,504  

Ⅳ 発 行 済 口 数 18,103,577,328 口

Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
1.8263

（ １万口当たり 18,263
 

）
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

＜更新後＞

平成27年９月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、

211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

 

２【事業の内容及び営業の概況】

＜更新後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信

託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用

業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成27年９月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託

を除きます。）

 

商品分類
本　数 純資産総額
（本） （百万円）

追加型株式投資信託 754 9,846,551

追加型公社債投資信託 21 1,621,264

単位型株式投資信託 54 575,170

単位型公社債投資信託 4 128,918

合　計 833 12,171,903

 

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

＜更新後＞

（略）

②資本金の額：324,279百万円（平成27年３月末現在）

（略）

 

（２）販売会社

＜更新後＞

①名称
②資本金の額

（平成27年３月末現在）
③事業の内容

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279 百万円
銀行業務および信託業務を営
んでいます。

 

３【資本関係】

＜更新後＞

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成27年９月末現在）

（略）
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

 

平成27年９月30日

 

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

取　締　役　会　御　中

 

PwCあらた監査法人

 指　定　社　員
業務執行社員

 公認会計士　柴 　毅　印

 

 

 

 

 指　定　社　員
業務執行社員

 公認会計士　大畑　茂　印

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲

げられている新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）の平成27年２月25日から平成27年８月24日までの中間計

算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を

行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定

し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の

一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務

諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続

が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な

情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）の平成27年８月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終

了する中間計算期間（平成27年２月25日から平成27年８月24日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示している

ものと認める。

利害関係

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以　 上

 

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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